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第２表 工事費及び手続費 

 第１ 工事費 

  １ 適用 

区 分 内  容 

(1) 実費の適用 ２（工事費の額）２－２（２－１以外の工事費）に掲げる工事費の額は、２－

３（算出式）に規定する算出式により算定する実費とします｡この場合において

は、２－４（２－３に適用する作業単金）に規定する作業単金及び第１表（接

続料金）第２（網改造料）２（料金額）２－３（年額料金の算定に係る比率）に

規定する貸倒率を適用するものとします。 

(2) 工事費の按分 利用者料金が役務区間単位料金である場合において、２（工事費の額）２－２

第１欄に掲げる工事費について協定事業者の負担額を協議により決定すること

とします。 

(3) 工事費の見直し 

 

当社は、２（工事費の額）２－１第 10欄、第 15欄から第 21欄まで、及び２－

２第１欄に掲げる工事費の算定に用いられる作業時間を改めようとするとき

は、協定事業者と事前に協議を行うよう努めることとします。 

(4) 通信路設定伝送

機能等設置工事費

の適用 

協定事業者が現に契約している当社の電気通信サービスに係る契約の解除（当

社と協定事業者との間で締結された協定等（相互接続協定及び卸電気通信役務

の提供に関する契約をいいます。）における、当社の契約約款により提供される

当社の電気通信サービスの契約の解除に相当するものを含みます。）と同時に、

その場所で新たに相互接続を行う場合には、２（工事費の額）２－１第 13欄の

支払いについては、専用サービス契約約款に定める施設設置負担金の差額負担

の規定を準用します。 

(5) ＤＳＬ回線調整

工事費の適用 

 

協定事業者は、予め、２（工事費の額）２－１第 23欄（以下この欄において「タ

イプ１」といいます。）又は第 23-2 欄（以下この欄において「タイプ２」とい

います。）の何れかの工事費の適用を選択することを要します。ただし、第 37条

の２（ＤＳＬ回線の回線調整工事）第２項又は第３項の規定によりＤＳＬ回線

の回線収容替えを行う場合はタイプ１の工事費を適用するものとします。 

ア  基本額は、(ｱ)欄に(ｲ)欄又は(ｳ)欄の工事費を加算して適用します。 

イ  １の協定事業者からの請求により同一のＤＳＬ回線に同時に２以上の回線

調整工事を実施する場合は、タイプ１については、基本工事費及びイ(ｱ)欄に

限り、タイプ２については、基本工事費に限り、それらの工事を１工事とみ

なして適用します。 

ウ  タイプ１について、回線調整工事と合わせて速度測定を行う場合の加算額

は、当社の機器により速度測定が可能な場合に限り、適用します。この場合

において、イ(ｱ)欄をア(ｱ)欄へ、イ(ｲ)欄をア(ｲ)欄又はア(ｳ)欄へ工事の態様

に応じて加算します。 

エ 回線調整工事と合わせて保安器の変更を行う場合の加算額は、タイプ１に

ついては、ウ欄をア(ｲ)欄又はア(ｳ)欄へ、タイプ２については、イ欄をア(ｲ)

欄又はア(ｳ)欄へ加算します。 

オ タイプ２について、回線調整の結果、ＤＳＬ回線の通信状態に全く改善が

見られなかった場合であって、協定事業者がそれを証する速度測定の結果を

記した書面を当社に提出するときは、本工事費は適用しません。ただし、こ

の場合において、保安器の変更を行ったときは、ＤＳＬ回線保安器変更工事

を行ったものとみなして、２（工事費の額）２－１第 31欄に掲げる工事費を

適用します。 
(6)～(7) 削除 

 

                           

(7)-2 光屋内配線工

事費の適用 

協定事業者が当社の光屋内配線（主として一戸建ての建物に設置される形態に

より設置するものに限ります。）の利用を終了した後、その利用を再開する場合

には、２（工事費の額）２－１ 第 27-2 欄ウ欄に規定する料金額から別表５（既

に設置された当社の光屋内配線に係る精算額）に規定する精算額を減じた金額

を適用します。 
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(8) 光回線設備収容

替工事費及び光回

線設備接続モジュ

ール取替工事費の

適用 

１の協定事業者からの請求により同時に２以上の光回線設備収容替工事又は光

回線設備接続モジュール取替工事を実施する場合は、それぞれ、(ｱ)欄に限り、

それらの工事を１工事とみなして適用します。 

(9) 削除 

 

                           

(10) 工事費の適用

時間帯 

ア ２（工事費の額）に掲げる工事費の適用時間帯については、次表のとおり

とします。 

区分 適用時間帯 

平日昼間 8：30～17：00 

平日夜間 5：00～8：30及び17：00～22：00 

平日深夜 0：00～5：00及び22：00～24：00 

土日祝日昼夜間 5：00～22：00 

土日祝日昼間 8：30～17：00 

土日祝日夜間 5：00～8：30及び17：00～22：00 

土日祝日深夜 0：00～5：00及び22：00～24：00 

イ ２（工事費の額）２－１第 10欄、第 15欄及び第 16欄、第 19欄から第 21

欄まで、第 23 欄及び第 23-2 欄、並びに第 29 欄から第 32 欄までに掲げる工

事費の適用時間帯は、平日昼間に限るものとします。 

ウ ２（工事費の額）２－１第 27-2欄及び第 34欄第 35欄から第 36欄第 37欄

までに掲げる工事費のうち、平日夜間、平日深夜、土日祝日夜間、土日祝日

深夜に係るものは、第 68条（手続費の支払義務）第１項第 29号第 30号の規

定に基づき、指定時刻に当社が接続工事等を行う場合に限り適用します。 

(11) 指定時刻に接

続工事等を行う場

合の工事費の適用 

第 68条（手続費の支払義務）第１項第 29号第 30号の規定に基づき指定時刻に

当社が接続工事等を行う場合は、当該指定時刻が含まれる適用時間帯に応じた

工事費を適用します。 

 



(23)

　　　
　　　

　　　
　　　

1,818円

1,694円

1,478円

(24)

(26)～(26)-2 削除

ＤＳＬ回線
の回線調整
等に係る工
事（タイプ
２の場合を
除きま
す。）に要
する費用

ＤＳＬ回線調
整工事費
（タイプ１）

ア

(25)

削除

回線収容替
えを行う場
合

　　　

2,800円

１工事ごとに

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

回線収容替
えを行う場
合

ブリッジ
タップはず
しを行う場
合

(23)

(ｲ)

(ｱ)

基本
額

回線
調整
工事
と合
わせ
て速
度測
定を
行う
場合
の加
算額

(ｱ)

(ｳ)

(ｲ)

1,290円

1,234円

1,507円

1,423円

1,755円

1,640円

　　　

7,440円

7,440円

2,800円

8,680円

　　　

　　　

6,600円

6,600円

3,500円

1,900円

　　　

(1)～(12) 削除 　　　
工事費の額単位

　　　　　 　　　
区分

土日祝
日昼夜
間

土日祝
日深夜

１工事ごとに

イ

基本
額

１電気
通信番
号ごと
に

回線調整工事と合わせて
保安器の変更を行う場合
の加算額

　　　　　

ウ

ＤＳＬ回線
の回線調整
等に係る工
事に要する
費用

ア

イ

固定番号ポー
タビリティ情
報登録等工事
費

-2 ＤＳＬ回
線調整工事費
（タイプ２）

　　　
備考

7,700円

　　　

ア(ｱ) に対
する加算額

ア(ｲ)又はア
(ｳ)に対する
加算額

１工事ごとに

１工事ごとに

回線調整工事と合わせて
保安器の変更を行う場合
の加算額

１工事ごとに
　　　

　　　

　　　

ブリッジ
タップはず
しを行う場
合

1,569円

１工事ごとに

平日昼
間

平日夜
間

平日深
夜

　　　

　　　

移転先
事業者
に適用
しま
す。

１工事ごとに

１工事ごとに

当社のENUM サーバに番号ポータビリ
ティ情報の登録・削除・変更を行う工事
に要する費用

２　工事費の額
　２－１　工事費

基本工事費 １工事ごとに

基本工事費 １工事ごとに

　　　　　 　　　 　　　

料金表第１表第１（網使用料）２（料金
額）の２－１－１－１に規定する機能及
び２－６に規定する機能により接続する
専用回線であって専用サービス契約約款
に施設設置負担金の規定があるものを利
用するときに、相互接続点にその両端が
終端する専用回線を設置する工事に要す
る費用

通信路設定伝
送機能等設置
工事費

第５条（標準的接続箇所）表
中第１欄の相互接続点（その
場所がその専用回線の終端に
対向する装置が設置される専
用サービス取扱所である場合
を除きます。）ごとに専用
サービス契約約款に規定する
施設設置負担金に相当する額

　　　

(15)～(22) 削除 　　　　　 　　　 　　　 　　　

通信路設定伝
送機能等提供
工事費

料金表第１表第１（網使用料）２（料金
額）の２－１－１－１及び２－６に規定
する機能により接続する専用回線であっ
て利用者料金が役務区間合算料金である
ものを利用するときに、相互接続点にそ
の両端又は片端が終端する専用回線を設
置する工事に要する費用

相互接続点ごとに専用サービ
ス契約約款に規定する工事費
に相当する額

　　　

(13)

(14)
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ア

イ 協定事業者が現に利用し
ている光屋内配線を加工
する場合

土日祝
日深夜

光信号分岐
端末回線と
一体として
当社の光屋
内配線（主
として一戸
建ての建物
に設置され
る形態によ
り設置する
ものに限り
ます。）に
係る工事に
要する費用

光屋内配線を新たに設置
する場合

土日祝
日昼間

１工事
ごとに

１工事
ごとに

　　　

　　　

19,293円

　　　

土日祝
日昼間

19,293円

18,470円

18,470円

土日祝
日夜間

平日夜
間

平日深
夜

平日昼
間

平日夜
間

平日深
夜

　　　

　　　

土日祝
日夜間

土日祝
日深夜

16,949円
15,838円

15,154円

専用サービ
ス契約約款
に規定する
工事費に相
当する額

　　　

　　　

　　　

１工事ごとに

　　　

　　　

　　　
平日昼
間

14,270円

15,154円
14,270円

17,550円
16,361円

　　　

　　　

18,628円

17,884円

21,274円

20,215円

15,850円

16,314円

(27)

(27)

構内伝送路設
備設置工事費

-2 光屋内配
線工事費

21,937円

20,797円

既に設置された当社の光屋内配線を光信
号端末回線と一体として利用するために
加工（短縮又は簡易なルート変更をいい
ます。以下第27-2欄において同じとしま
す。）又は延長する工事（第27-2欄イ欄
又はウ欄を適用する工事を除きます。）
に要する費用

12,454円
11,917円

14,551円
13,744円
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合

１工事
ごとに

既に
設置
され
た当
社の
光屋
内配
線を
その
まま
転用
する
場合

）を 実施

5,832円

たに

を設

内の

祝日
昼間

夜間

土日

場合

平日

昼間

深夜

ごとに
①

じと

しな
い場
合

限り

端し
てい

当社
が利
用者

るも

で開

ウ (ｱ)

②

利用

験の

宅内

ます

欄に

れた

8,415円

当社
が利

事

に

を終

通試
験を
実施

配線

。以

のに

だき

6,203円

7,113円
夜間

ご

平日
深夜

土日
祝日

1
工

と

１工事

8,154円

7,375円

7,375円

土日

平日

平日
昼間

して

昼間

屋内

験は
協定
事業
者に
実施

いた

5,120円

土日
祝日
深夜

土日
祝日

する

平日

配線
の開
通試

内で

利用
者宅

の光

土日
祝日

797円

用者

に設
置さ

(ｲ)

 

す。

利用
する
場合

者宅

壁面
に既

下(ｲ)

おい

利用
者宅

壁面
に新

て同

内の

光成
端盤
（光
屋内

宅内

祝日
深夜

で開

しま

光成
端盤

置す
る場

6,646円

平日
夜間

6,037円

6,037円

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

通試

ます
。

　　　

　　　

　　　みを

　　　

　　　

　　　

夜間

6,850円
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の利
用に
係る
工事
を行
う場

土日

夜間

土日
祝日
深夜

平日
深夜

夜間

工事

終端

合

う場

祝日

(ｲ) ①

す。
）を
利用
する

利用

装置

置す

合

設置

5,445円

5,046円

端盤
を設

の撤

の利

当社
によ
る当
社の

た光
屋内
配線

に新

る場

夜間

以下

去と

去に

たに
光成

係る

の利
用に

され

合

用に

内の

おい

②

壁面

場合

当社
によ

に設

光成

配線

併せ
て、
既に

た光
屋内

置さ
の撤

（光
屋内
配線

され

①(ｱ) 1当社

4,912円

るも
のに
限り
ます
。

6,216円

夜間

土日

　　　

　　　

　　　

土日
祝日
昼間

土日
祝日
夜間

土日

4,447円平日
昼間

　　　

　　　

　　　

工

　　　

と
に

に

平日

7,606円

8,514円

6,395円

土日
祝日

装置

設置

係る

併せ

工
事
ご
と

回線

昼間

土日
祝日

平日1

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　
6,927円

内の

てい

によ

社の

(ｲ)
欄に

装置
れた

端盤

に既

去に

利用
者宅

壁面

を終
端し

る当

終端

工事

1

事

に

る当

既に

され
た光

は別
に、

設置

を行

既に

ご

配線

者宅

て同
じと
しま

の撤

6,585円

深夜

5,595円

6,395円

7,104円

　　　

　　　

て、

平日
深夜

土日
祝日

平日

平日

祝日
深夜

深夜

祝日
5,579円

7,378円

8,287円

7,606円

を行
う場
合

5,046円
　　　

社の
回線

工

ご
と

事

終端

回線

屋内

平日
夜間

昼間

平日

昼間

昼間
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ア

イ

ア

イ

一般光信号
中継回線の
場合

一般光信号
中継回線の
場合

(34)

(30) 光信号端末
回線の場合

削除

(33)

(ｱ)

(ｱ)

(ｲ)

(ｲ)

　　　

　　　　　 　　　

(29)

光回線設備
の提供開始
後におい
て、協定事
業者の要望
により光回
線設備接続
モジュール
を取替する
工事に要す
る費用

１工事ごとに

１工事ごとに

１工事ごとに

②

1,642円
1,571円

基本
額

通信用建物内
伝送路接続工
事費

光回線設備収
容替工事費

光回線設備接
続モジュール
取替工事費

ＤＳＬ回線保
安器変更工事
費

光信号電気信
号変換装置
データ設定変
更工事費
削除

(31)

(32)

(28)

基本
額

ＤＳＬ回線の保安器変更に係る工事（Ｄ
ＳＬ回線調整工事と合わせて保安器の変
更を行う場合を除きます。）に要する費
用

加算
額

　　　

光信号電気信号変換装置における回線情
報の設定変更を行う工事に要する費用

１工事ごとに
9,671円

　　　　　

基本
額

加算
額

基本
額

加算
額

配線
利用
に係
る工
事を
行う
場合

通信用建物に光回線設備と接続するため
に設置された当社又は協定事業者の光信
号局内伝送路を当社の光主配線盤に接続
する工事に要する費用

１工事ごとに 専用サービ
ス契約約款
に規定する
工事費に相
当する額

光信号端末
回線（光局
外スプリッ
タを含まな
いものに限
ります。）
の場合

(ｱ)

(ｲ)

(ｱ)

(ｲ)

深夜

8,653円

ご

た光
屋内

既に
設置
され

に、

装置
の撤

事

祝日

1
工

平日

と
に

当社
によ
る当
社の
回線
終端

１工事ごとに

当社が別に
定める伝送
品質を満た
している場
合におい
て、協定事
業者の要望
により光回
線設備の芯
線を芯線毎
に切替する
工事に要す
る費用

１工事ごとに

１工事ごとに

土日

昼間

　　　
１工事ごとに

昼間

平日

１工事ごとに

去と
は別

加算
額

7,300円１工事ごとに

14,089円
13,481円

11,982円
11,465円

夜間

平日
深夜

8,681円

1,642円

土日
祝日
夜間

土日
祝日

7,641円

9,043円

7,985円
7,641円

　　　

　　　

　　　

1,571円

9,768円

10,040円

10,107円

　　　 　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

9,395円
8,990円

　　　

8,955円

8,955円

　　　
7,733円

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

7,985円
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光信号分岐端末回線を光局外スプリッタ
に接続する工事に要する費用

(34) (35)

(35) (36)

(36) (37)

(37) (38) １回線
ごとに

土日祝
日夜間

光信号分岐
端末回線接
続工事費

土日祝
日昼間

平日夜
間

土日祝
日夜間

土日祝
日昼間

土日祝
日夜間

平日深
夜

光信号分岐
端末回線収
容キャビ
ネット等設
置工事費

土日祝
日深夜

土日祝
日昼間

融着接続工
事費

2,143円

1,799円

1,849円

7,367円

5,265円

平日夜
間

平日深
夜

光信号分岐端末回線を設置等する工事を
平日昼間以外に実施する場合に加算する
費用

6,379円

6,379円

１光信
号分岐
端末回
線ごと
に

１光信
号分岐
端末回
線ごと
に

１光信
号分岐
端末回
線ごと
に

光信号分岐
端末回線設
置等加算工
事費

平日深
夜

土日祝
日深夜

平日昼
間

2,759円

光信号端末回線（光局外スプリッタを含
まないものに限ります。）との接続を申
込む場合に、当該回線の架空部分と引込
部分を、融着接続工事（光ファイバケー
ブル同士を融解して接続する工事をい
い、単芯により構成される光ファイバ
ケーブルについて工事を行う場合に限り
ます。）により接続する場合に要する費
用

　　　

　　　

2,759円

光信号分岐端末回線を収容するための光
信号分岐端末回線収容キャビネット等を
設置(既設未利用のものを新たに利用す
る場合を含みます。）する工事に要する
費用

土日祝
日昼間

平日夜
間

平日昼
間

6,130円

5,207円

土日祝
日深夜

　　　

4,593円

1,651円

1,428円

1,601円

1,651円

平日昼
間

7,120円

　　　

3,841円

4,674円

4,612円

5,157円

5,781円

5,314円

5,314円

5,937円

1,572円

1,702円

1,850円

1,739円

1,739円

1,887円

1,623円

3,482円

2,090円

2,090円

3,947円

3,547円

4,248円
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(8)

削除

利用者料金課
金データ設定
工事費

ＩＰ通信網
データ設定工
事費

光信号局内伝
送路接続工事
費
光回線設備調
整等工事費

ＬＡＮ型通信
網データ設定
工事費

(1)

(2)

(6)

(7)

　２－２　２－１以外の工事費

8,076円

平日昼間

　　　

備考区分
　　　 　　　

別表２（接続形態）第２表において協定事業者が利用者
料金設定事業者となる接続形態の場合であって、同別表
第３表において当社が利用者料金請求事業者となるとき
に、協定事業者が設定する利用者料金課金情報を当社の
利用者料金課金システムに登録する工事に要する費用

１工事ごと
に

　　　

ＬＡＮ型通信網間接続装置にルーティング設定等情報を
登録する工事に要する費用

ＩＰ通信網終端装置、ＩＰ通信網収容装置、ＩＰ通信網
間接続装置又はＳＩＰサーバ等にＩＰアドレス、ルー
ティング設定等情報を登録する工事に要する費用

7,778円

(3)～(4)　削除

単位

　　　　　 　　　

　　　

　　工事費 ＝ 作業単金 × 作業時間 ×（１ ＋ 貸倒率）

　　　

光回線設備（光信号局内伝送路及び特定光信号端末回線
を含みます。）の回線調整等に係る工事に要する費用

１工事ごと
に 　　　

区分 内容

　　　

土日祝日昼夜間

土日祝日深夜

平日深夜

平日夜間

１工事ごと
に

単位

一人当たり１時間ごとに

一人当たり１時間ごとに

一人当たり１時間ごとに

一人当たり１時間ごとに

一人当たり１時間ごとに

１工事ごと
に

光信号局内伝送路を通信用建物に設置された協定事業者
の電気通信設備に接続する工事に要する費用

(5) １工事ごと
に

　２－３　算出式

　２－４　２－３に適用する作業単金

　　　　　

7,048円

8,235円

9,592円

8,576円

9,932円 9,259円

8,963円

6,744円
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